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   ＜改正後＞    ＜現 行＞ 
読 替 規 程  

１．名 称：「土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領 別記（Ⅰ）用地調査等業務共通仕 
          様書」を『宮城県農業農村整備事業等用地調査等業務共通仕様 書』に読み替える。 
２．制 定：「農林水産省農村振興局」を『宮城県農政部』に読み替える。 
３．制定通知文書：「平成１４年３月２２日１３農振第３１５５号」を『令和４年９月１６日農村第２２ 

９号』に読み替える。 
４．共通仕様書本文：「監督職員」を「調査職員」と読み替える。 

「直轄事業」を「県営事業」と読み替える。 
その他は以下のとおり読み替える。 
 
 

宮城県農業農村整備事業等用地調査等業務共通仕様書 
第１章 総  則 

 
（適用範囲） 
第１条 この宮城県農業農村整備事業等用地調査等業務共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、宮

城県が発注する農業農村整備事業（以下「県営事業」という。）の用に供する土地等の取得又は使用及びこ

れに伴う損失の補償に必要な権利調査、用地測量、登記資料収集整理等、建物等の調査、営業その他の調

査、消費税等調査、予備調査、移転工法案の検討、再算定業務、土地評価、補償説明、地盤変動影響調査

等、費用負担の説明、騒音等調査、事業認定申請図書等の作成、物件調書の作成、保安林解除等申請図書

等の作成、完了図書の作成、内水面漁業権等調査、阻害要因の調査及び処理方針の作成並びに写真台帳の

作成等の業務（以下「用地調査等業務」という。）の業務を実施する場合に適用するものとし、契約図書の

具体的内容及びその他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行と業務の円滑な執行を図るためのも

のである。 
 
（用語の定義） 
第２条 共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによるものとする。 
（１）～（29）［略］ 

（30）～（53）〔「調査職員」以外読替無し〕 

 
（用地調査等業務の施行の原則）第３条～ 第３８条 ［略］ 
 

第２章 用地調査等業務の基本的処理 
 

読 替 規 程  
１．名 称：「土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領 別記（Ⅰ）用地調査等業務共通仕 
          様書」を『宮城県農業農村整備事業等用地調査等業務共通仕様 書』に読み替える。 
２．制 定：「農林水産省農村振興局」を『宮城県農政部』に読み替える。 
３．制定通知文書：「平成１４年３月２２日１３農振第３１５５号」を『令和３年９月１７日農村第２３ 

５号』に読み替える。 
４．共通仕様書本文：「監督職員」を「調査職員」と読み替える。 

【新設】 
その他は以下のとおり読み替える。 

 
 

宮城県農業農村整備事業等用地調査等業務共通仕様書 
第１章 総  則 

 
（適用範囲） 
第１条 この宮城県農業農村整備事業等用地調査等業務共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、宮

城県が発注する農業農村整備事業（以下「県営事業」という。）の用に供する土地等の取得又は使用及びこ

れに伴う損失の補償に必要な権利調査、用地測量、登記資料収集整理等、建物等の調査、営業その他の調

査、消費税等調査、予備調査、移転工法案の検討、再算定業務、土地評価、補償説明、地盤変動影響調査

等、費用負担の説明、騒音等調査、事業認定申請図書等の作成、物件調書の作成、保安林解除等申請図書

等の作成、完了図書の作成、内水面漁業権等調査、阻害要因の調査及び処理方針の作成並びに写真台帳の

作成等の業務（以下「用地調査等業務」という。）の業務を実施する場合に適用するものとし、契約図書の

具体的内容及びその他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行と業務の円滑な執行を図るためのも

のである。 
 
（用語の定義） 
第２条 共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによるものとする。 
（１）～（29）［略］ 

（30）～（52）〔「調査職員」以外読替無し〕 

 
（用地調査等業務の施行の原則）第３条～ 第３８条 ［略］ 
 

第２章 用地調査等業務の基本的処理 
 

宮城県農業農村整備事業等用地調査等業務共通仕様書の改定について（令和４年９月１６日付け農村第２２９号）読替規程新旧対照表 （下線の部分は改正部分） 
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第１節 用地調査等業務の実施手続き 
 
（打合せ等）第３９条～（作業計画書）第４１条 ［略］ 
 
（土地への立入り等）第４２条～（算定資料）第４３条 〔「調査職員」、「県営事業」以外読替無し〕 
 
 
 
 
 
                                第２節 数量等の処理 
 
（建物等の計測）第４４条～（補償額等の端数処理）第４８条 ［略］ 
 

第３章 ［略］ 
 

第４章 用地測量 
 

第１節 ［略］ 
 

第２節 境界測量 
 
（用地測量の基準点）第６４条～（用地境界仮杭の設置）第６６条 〔「調査職員」、「県営事業」以外読替

無し〕 
 

第３節～第４節 ［略］ 
 

第５章～第１３章 ［略］ 
 

第１４章 地盤変動影響調査等 
 

第１節 調査 
 
（地盤変動影響調査）第１５２条～（費用負担の要否の検討）第１５４条 〔「調査職員」、「県営事業」以

外読替無し〕 

第１節 用地調査等業務の実施手続き 
 
（打合せ等）第３９条～（作業計画書）第４１条 ［略］ 
 
（土地への立入り等） 
第４２条 〔「調査職員」以外読替無し〕 
 
（算定資料） 
第４３条 直轄事業を県営事業に読み替える。 
 
                                第２節 数量等の処理 
 
（建物等の計測）第４４条～（補償額等の端数処理）第４８条 ［略］ 
 

第３章 ［略］ 
 

第４章 用地測量 
 

第１節 ［略］ 
 

第２節 境界測量 
 
（用地測量の基準点）第６４条～（用地境界仮杭の設置）第６６条 〔「調査職員」以外読替無し〕 
 
 

第３節～第４節 ［略］ 
 

第５章～第１３章 ［略］ 
 

第１４章 地盤変動影響調査等 
 

第１節 調査 
 
（地盤変動影響調査）第１５２条～（費用負担の要否の検討）第１５４条 〔「調査職員」以外読替無し〕 
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第２節 ［略］ 

 
第１５章 費用負担の説明 

 
（費用負担の説明）第１５６条～（説明後の措置）第１６１条 〔「調査職員」、「県営事業」以外読替無し〕 
 

第１６章～第２３章 ［略］ 
 
 

用地調査等共通仕様書「様式」 
 
様式第１号～第２４号〔「調査職員」以外読替無し〕 
 
 

用地調査等共通仕様書の別記関係 ［略］ 
 

 
第２節 ［略］ 

 
第１５章 費用負担の説明 

 
（費用負担の説明）第１５６条～（説明後の措置）第１６１条 〔「調査職員」以外読替無し〕 
 

第１６章～第２３章 ［略］ 
 
 

用地調査等共通仕様書「様式」 
 
様式第１号～第２５号〔「調査職員」以外読替無し〕 
 
 

用地調査等共通仕様書の別記関係 ［略］ 
 


